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はじめに

2014 年 6 月，欧州委員会（競争総局）は，
アップル（アイルランド），スターバックス（オ
ランダ），フィアット（ルクセンブルク）の
移転価格取り決めが EU（欧州連合）機能条
約の規定する国家補助（State aid）に該当
するか否かの詳細な検討を始めたことを公表
した１）．その後，同様の検討は，アマゾン（ル
クセンブルク）２）やマクドナルド（ルクセン
ブルク）３）に対しても行われている．そして
欧州委員会は 2015 年にスターバックスとフ
ィアット４），2016 年にアップル５）に対してそ
れぞれの加盟国で受けた移転価格の取り決め
（タックス・ルーリング６））に関する優遇措
置が違法であり，優遇措置を提供したそれぞ
れの加盟国に過去の優遇分を追加徴税で取り
戻すよう指示した．
このような決定に対して，関係国や対象と
された企業は様々な反応を示している．アッ
プルを例にとると，アップルの母国アメリカ
は，「アップルが欧州で追加納税すれば，米
国ではその分が税控除される可能性がある．
今回の措置は単純に米国の税収が EUに移る
だけになりかねない」と強く反発した７）．ま
た，追加徴税を命じられたアイルランドは，
多額の税収が見込めそう（最大で 130 億ユー
ロ（約 1.5 兆円））であるにもかかわらず，
2016 年 11 月 9 日に実際に追加徴税となれば
アイルランドの立地の魅力が失われることな
どを理由に EUへの提訴を行った８）．同様に
アップルも 2016 年 12 月 19 日に欧州委員会
を提訴するなど，混乱はすぐに収拾しそうに
はない．
このような展開の中で本稿が注目したいの

は，次の 2点である．第 1は，なぜタックス・
ルーリングを問題視したかである．周知のと
おり，税務当局は移転価格に関する税務当局
への事前確認をむしろ推奨し制度化している
９）．事前確認制度とは，企業などの納税者が
税務当局に申し出た独立企業間価格の算定方
法等について，税務当局がその合理性を検証
し確認を行うことをいう 10）．そして，納税者
が事前に確認された内容に基づき申告を行っ
ている限り，移転価格課税は行われない 11）．
しかし，1990 年代後半以降の国際的な有害
な租税競争への対抗の取り組みの中で，形式
よりも実質的な観点から租税措置を評価する
という潮流が根付いてきている．したがって，
タックス・ルーリングに関しては，その内容
に踏み込んで判断できる仕組みが不可欠とな
る．EUにおけるその仕組みこそが，本稿で
取り上げる事業課税における行動要綱（以下，
行動要綱と記す）と国家補助規定である．そ
の結果，欧州委員会はアイルランドとアップ
ルの間で行われたタックス・ルーリングその
ものではなく，それを通じてアップルに選別
的 12）に優遇措置を供与し，結果的に国際的
な租税回避を行ったことに対して国家補助規
定に違反すると判断した 13）．
ここで第 2の注目すべき点が出てくる．そ
れは，上の動きを主導したのは，税制・関税
同盟総局ではなく競争総局であるという事実
である．つまり，アップルのタックス・ルー
リングを競争法の問題として捉え，国家補助
という概念を通じて優遇措置に歯止めをかけ
ようとした．しかし，有害な租税競争への対
抗の取り組みとしては，OECDの有害な租
税競争への対抗の取り組みと時期的に同じく
して始まった行動要綱による対抗が EUにお
いてはまず想定されるのではないだろうか．
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なぜ，行動要綱ではなく国家補助規定を用い
たのだろうか．そもそも EU独自の概念であ
る国家補助とは何だろうか．国家補助は，
EUが 1990 年代後半から積極的に行う有害
な租税競争への対抗とどのような関係にある
のだろうか．
本稿では有害な租税競争に対してどのよう
な対応策が構築されているかを，行動要綱と
国家補助を通じて検討する．本稿の構成は以
下のとおりである．第 2節では，特に国家補
助に注目し，それを規定する EU機能条約 14）

に規定される競争政策から国家補助規定とそ
の複雑性を描き出したい．第 3節では，EU
が有害な租税競争に対抗する動機を明らかに
したうえで，行動要綱と直接法人税に対する
国家補助規定の適用に関する通達を検討し，
この 2つがどのような関係を持つのかを検討
したい．第 4節では，これまでの検討をふま
えて行動要綱と国家補助に関する仮説を設定
し，その検証を行いたい．第 5節は，おわり
にとして本稿の議論と残された課題を述べ
る．

2　EU競争政策と国家補助

2.1　EUの競争政策の源流と中長期計画
EUは，域内市場の実現と維持を政策の 1
つの柱としている 15）．この域内市場は，「競
争がゆがめられないことを保証するシステム
が含まれる 16）」市場である 17）．したがって，
域内市場の形成と維持という目的と矛盾しな
いよう，それらを適切に促すように競争政策
が採られることが要請される．また，競争政
策の政策上の重要性は高い．なぜなら，加盟
国間の国境を越えた競争を害する行為は，域
内市場形成の妨げになるからである．
それでは，EUは「競争がゆがめられない」

ことさえ達成されていれば，無制限に競争を
是認しているのであろうか．実はそうではな
い．EU機能条約第 3条 1項は，「EUは均衡
のとれた経済成長と価格安定，完全雇用と社
会的進歩を目的とする競争力の高い社会市場
経済ならびに環境の質に関する高水準の保護

及び改善を基礎とする欧州の持続可能な発展
のために活動する．」と規定する．このよう
に EUの競争政策は，競争により消費者の厚
生が増大するということのみを求めているの
ではなく，競争は公平に行われるべきという
思想を有している．この背景には，EUが経
済力の異なる国々の集合体であること，また
それにより，各国企業のバックグランドとな
る競争力が異なることなどがある．
そして，これらの基本思想を実行に移すた
めの手段が，中期計画である．EUにおける
21 世紀の中期計画としては，2000 年から
2010 年を対象とした「リスボン戦略 18）」，そ
の後継で 2020 年までを対象とした「欧州
202019）」がある．それらの戦略が描くヨーロ
ッパの目指す姿は，グローバル化や高齢化が
進む中で，「ヨーロッパが持続的な経済成長，
質の高い雇用の創出，社会的結束の強化を可
能とする，世界で最も競争力があり，ダイナ
ミックな知識を基盤とする経済となる 20）」，
ことである．このような目的を達成する 1つ
の方法として，研究開発（R&D）投資の拡
大が志向された．リスボン戦略では具体的な
数値目標として，R&D投資を 2010 年までに
GDPの 3％に近づけるという共通目標を設
定し，知識基盤経済の礎を築こうとした．し
かし，それを達成することはできず，ひき続
き「欧州 2020」で 2020 年までにそれを実現
するという目標を設定している．

2.2　EU競争法
EU競争法は，EU機能条約の第 101 条か
ら第 109 条にかけて規定されており，競争政
策もこれらの条文に則り行われている．この
規定は，①第 101 条から第 106 条で規定され
る主に企業形態を含めた事業者（企業）に適
用される規則，②第 107 条から第 109 条で規
定される加盟国の企業に対する援助，に分け
ることが出来る．　　
まず①の主要なものを見ると，第 101 条は
企業の反競争的慣行，第 102 条は支配的な市
場慣行と支配的な立場の濫用などの企業組織
に対する規則，第 106 条は公共事業体（公益
事業体，公企業）などに対する規定を定める．
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これらは，多くの国の競争法が主に取り扱う
領域である反トラストやカルテルや合併規制
など，過度な経済力の集中を排除することを
目的とする独占禁止法に相当する．
次に②であるが，この部分が EU独自の国
家補助についての規則である．以下，節を変
えてその内容を見ることとする．

2.3　EU機能条約における国家補助規定
ここでは EU機能条約第 107 条から第 109
条で規定され，EU競争法の重要な部分を構
成する国家補助が何をさすのかを明らかにし
ておこう．EU機能条約で規定している国家
補助は，広い意味を有している．EU機能条
約第 107 条 1 項は，1）原則的にあらゆる形
態のあらゆる補助，2）国庫から支給される
もの，3）特定の事業者または特定の財の生
産を優遇する，つまり加盟国が事業者（企業）
に対して選別的に優遇措置を与える，4）競
争をゆがめる，5）加盟国間の通商に影響を
及ぼす，ような措置は域内市場と両立しない
ため禁止すると規定する 21）．これが，国家補
助規定である．これらは，直接資金を供与す
る補助金だけでなく，低利子での融資や利子
減免，税の減免，国家（地方公共団体も含む）
が企業の負債を保証すること，国家保有，国
家による優先的な条件での財サービスの提供
など，国が経済的利益を企業に選別的に与え
ることが国家補助に該当する．このことから，
国家補助は，一加盟国内における選別的取扱
いに起因する域内市場の歪みに関心を持って
いるといえる 22）．
では，なぜこれらの国家補助を EU機能条

約は禁止するのであろうか．その第 1の理由
は，加盟国間の国家補助供与競争の抑制であ
る．この視点は，もちろん競争条件が歪めら
れることも考慮に入れられているが，財政的
な懸念をより重視している．第 2の理由は，
EUは公正な競争機会・競争環境の提供と維
持に注力しているため，国家補助によりそれ
が侵害されることへの懸念に起因する．特定
の企業や財サービスに優遇措置を適用するこ
とで他の企業や財サービスに損失を与えるよ
うな国家補助は，通常の競争を大きく阻害す

る．結果として，長期的には国家補助の恩恵
を授かる企業の成功にも競争相手の成功にも
つながらない場合が多い．多くの場合，国家
補助を与えることはその補助を受ける企業が
再び競争力をつける手助けとはならず，避け
て通れない事業再編活動などを先延ばしにす
る延命的なものになっているだけかもしれな
い 23）．

2.4　 EU機能条約における国家補助規定の特
例

しかし，国家補助は全て是認されないのだ
ろうか．たとえば，市場の失敗の補正手段と
して補助を行うことは社会厚生の改善につな
がるとして経済学的には是認されるが，それ
は禁止されるのだろうか．実は，EU機能条
約は全ての国家補助を禁止しているわけでは
ない．EU機能条約は，第 107 条 2 項で法的
な特例を，3項で条件付き特例を規定する．
まず第 107 条 2 項は，法的な特例として，
域内市場における競争を歪めたとしても域内
市場と両立するものとみなすものを規定す
る．それには，1）個々の消費者に供与され
る社会的性格（social character）を有する
補助 24），2）自然災害などによる損害への補助，
3）東西ドイツ統一によるドイツ国内への補
助，を挙げる．このように，社会援助的な性
格を持つ補助と自然災害などによる被害を救
済する補助は，国家補助に該当しないとする．
この理由としては，ドイツに関しては EU自
ら拠出する EU補助金を国家補助とみなすこ
とは首尾一貫性を担保出来ないということが
あるが，EUが社会政策の実現手段の一環と
して各種の補助を多用しているという実態と
の整合性を図ろうとした結果でもあると言え
る．
さらに，同条 3項は，域内市場と両立する
ものとみなすことができるという叙述方法
で，欧州委員会による域内市場との適合性判
断により許容されうる補助を規定する．例え
ば，①生活水準の著しく低い地域もしくは深
刻な雇用不足が生じている地域などに該当す
る地方の経済発展を促進するための補助，②
欧州の共通利益となる重要な計画達成の促進
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のためもしくは加盟国経済の大きな錯乱を救
済するための補助，③一定の経済活動の発展
もしくは一定の経済地域の開発を容易にする
ための補助，などが挙げられている．例えば，
2.1 でみた欧州 2020 が志向する R&D投資の
拡大のための措置は，まさに②に該当する．
しかし，必ずしもすべての R&D投資を促進
する措置が国家補助規定の特例に該当すると
いうわけではない．この評価を行うのは欧州
委員会であり，評価に関する強力な権限が欧
州委員会に付与されている．欧州委員会は，
ある補助がもたらす便益と競争の歪み効果と
を比較し，前者が後者を上回ると判断すれば
国家補助に該当しないことを認めるというア
プローチをとる．したがって，その評価をめ
ぐって欧州委員会と加盟国での対立が生じる
こともあるが，R&D投資については概して

寛容である 25）．

2.5　 国家補助規定を複雑にしている要因
このように，国家補助は是認されるものと
そうでないものがある．このような規定それ
自体は，標準的な経済学の知見を摂取した妥
当なものだと考えられる．しかし同時に，ど
の措置が是認されてどれが是認されないのか
の峻別を行わなければいけない，という実務
上の困難を突きつける．ある加盟国の措置が
国家補助規定に抵触するか否かの判断は，欧
州委員会が行う．しかし，その判断をめぐっ
て，欧州委員会と加盟国の間でしばしば見解
の齟齬が生じているのも事実である．それで
は，なぜ齟齬が生じているのであろうか．
その主な理由として，次の 2点を挙げたい．

それは，① EU機能条約に示された判断基準

出所：Kiekebeld（2004）p.76 を元に，筆者加筆作成

図 1　国家補助規定に該当するか否かの判断フローチャート
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が明確でない，②欧州委員会による判断方法
の問題，である．まず①であるが，一見する
と明白なように，EU機能条約における国家
補助の定義は包括的である．その上で，EU
機能条約第 107 条 2 項，3 項で特例が示され
ているが，完全に措置を特定化するには至っ
ていない．確かに，このような包括的な規定
は，その時々の経済状況に応じて，柔軟な判
断を可能にするという長所もある．しかし，
現実には，運用面において基準が不明確である
という弊害の側面が強調される傾向にある 26）．
次に②であるが，欧州委員会に国家補助に
該当するか否かの判断をする権限が与えられ
ていることは既に触れたが，その判断方法に
も問題がありそうである．それを見るため，
欧州委員会の判定プロセスをみたものが図 1
である．
図 1から言えることは，以下のとおりであ
る．①判断プロセスは幾重ものプロセスを厳
密にたどっているため，判定のプロセスは，
EU機能条約の主旨に忠実に沿ったものであ
るといえよう．よって，判断の過程面では問
題はなさそうである．②しかし，基本的に判
断はあくまで加盟国の税制を基準にして行わ
れており，加盟国の税制を EU全体の中で捉
え直して判断するという視点は見ることが出
来ない．これは 2.3 で指摘したように，一加
盟国内における選別的取扱いに起因する域内
市場の歪みに国家補助は関心を持っているた
めである．また，Nitsche and Heidhues
（2006）は，判断の際に EU機能条約第 107
条 1 項にあるような「競争の歪み」や「通商
に与える影響」という文言に対して，欧州委
員会はほとんど詳細な検討をすることなく判
定を行ってきたのではないのか 27），と指摘す
る．このことは，先ほど②で触れた EU内で
の比較を通じた位置づけという作業が欠如し
ていること，また経済学的なアプローチが評
価の際に活用されていないことを示唆してい
る．それは，2.4 でみたある補助がもたらす
便益と競争の歪み効果とを比較して評価する
というアプローチにも典型的に表れる．
さらに，森（2000）や村井（2001）は，そ
もそも租税の領域において，国家補助規定の

適用要件の詰めの作業が十分行われてこなか
ったことを指摘する 28）．欧州司法裁判所の競
争法と国家補助についての判例は数多いが，
租税競争と国家補助の判例は少ない．この背
景には，そもそも有害な租税競争の概念やそ
れに伴い定義自体が，EU内で不明瞭にしか
存在しなかったことに起因する部分があるの
も事実である．しかしその問題を解決しても，
さらに，国家補助に該当するか否かのテスト
に合格しても，有害な租税競争に該当するケ
ースが存在するのではないのか，という疑問
ももたれるようになってきた．だがこの疑問
に対しては，3.2 でみるタックスパッケージ
の公表以前は何も答える術を有していなかっ
たのも事実である．

3　  EUにおける有害な租税競争への対抗
の生成と展開

3.1　動機
1990 年代後半に EUで有害な租税競争へ

の対抗が進展した背景には，理論と実証の知
見の蓄積が基礎にある 29）．このこと自体，実
は政策の方針転換が生じたことを意味するが 30），
ここでは，EU域内での取り組みを加速させ
る，①欧州委員会内部の変化，②市場統合に
向けた施策の進展とそれに取り残された法人
税領域，という EU固有の要因に着目する．
まず①については，既存加盟国を巻き込ん
だ連鎖的競争が発生する可能性が強くなる
中，1995 年に欧州委員会の域内市場・税制
担当委員が，スクリブナー（Scrivener）か
らモンティ（Monti）へ交代したことが挙げ
られる．欧州委員会は，EU 内で唯一法案発
議権を持つ機関である．そのため，欧州委員
会内での担当委員の交代は，欧州委員会にお
ける議論の進展や方向性を規定する上で重要
な意味を持つ．実際，モンティは Radaelli
（1999）も指摘するように，積極的に有害な租
税競争排除のための施策を政治的課題の中心
に据え，徹底的にその排除を図ろうとした 31）．
次に②であるが，この時期は，1992 年末
に完成を見た EU 域内市場，金融政策（利子
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率）の統合化，1992 年のマーストリヒト条
約で共通通貨ユーロの導入が決まるなど，域
内市場形成に向けた具体的な進展が見られ
た．この政策的な意味合いとして，各国の人
的資本の蓄積等を所与とすると，企業からみ
て投資や立地選択の際に税制の相違が重要な
要素となることが挙げられる．しかも，ユー
ロ導入により，加盟国間での比較は容易に行
うことが出来る．また加盟国の政府からみる
と，利子率や為替政策を通じた政策競争が不
可能となったため，投資決定に影響を与えう
る直接税政策の重要性が増す．これは，特に
法人税の競争を生む可能性をはらむが，EU
レベルでの法人税協調はほとんど実現してい
ない現状もあった．

3.2　タックスパッケージ
そこで 1996 年 4 月のヴェローナでの非公
式経済・財務大臣理事会は，有害な租税競争
に EU全体で対抗する取り組みの起点となっ
た．同理事会では，より効果的に不公平な租
税競争を通じた国家の財政主権の喪失に対す
る防御策構築を目的としたハイレベルグルー
プ 32）を創設することが決まり，そこを舞台
に積極的な議論が展開された．その成果の 1
つとして欧州委員会から経済・財務大臣理事
会へ提出された European Commission
（1997）は，多くの加盟国からの要請にこたえ
て，有害な租税競争への対抗手段の一つとし
て国家補助規制を適用することを明記する33）．
これはそれ以降，欧州委員会が積極的に有害
な租税競争を構成する国家補助に対してはロ
ーマ（EU機能）条約に不適合として改善ま
たは廃止を求めていく足掛かりになった 34）．
このように，有害な租税競争への対抗は，ソ
フトローの行動要綱とハードローの国家補助
の硬軟を組み合わせて行うことがこの時に確
定した．しかしここで注意すべきは，有害な
租税競争へ対抗することを支援する（help）
ために 35），という記述である．このような記
述の背景には，ローマ条約以降規定されてき
た国家補助規定をこれまで欧州委員会は歪み
のない域内市場形成を目指して積極的に活用
してきた実績があることは言うまでもない．

だが，国家補助規定の租税領域での適用につ
いては，判例法の領域を脱していないという
実態があった 36）．そこで，主を行動要綱，従
を国家補助という関係を構築し，行動要綱に
よる正面からの有害な租税競争への対抗の取
り組みを側面支援する役割を国家補助に担わ
せようとしたと考えられる．
そして 1997 年 12 月 1 日の経済・財務大臣
理事会で，それまでの議論を集約した，有害
な租税競争に対抗する新しいタックスパッケ
ージ 37）を全会一致で採択した．タックスパ
ッケージは，「事業課税における行動要綱
（Code of Conduct，以下，行動要綱と記す）」，
「貯蓄課税指令」，「クロスボーダーでの関連
会社間の利子・ロイヤリティー支払いに対す
る指令」の3つから構成される38）．Pinto（1998）
も指摘するように，タックスパッケージの核
となるのは，有害な租税競争への対抗とその
方策のガイドラインを示した行動要綱であ
る．行動要綱は，A項から N項までの 14 項
で構成されている．

3.3　行動要綱の目的と対象
行動要綱は，EU加盟国とその属領を対象
に，法人課税領域における 1）単一市場にお
いて継続的に発生している歪みを削減する，
2）税収の莫大な損失を防止する，3）より雇
用促進的な租税構造の開発を手助けする 39），
ことを目的にする．そしてこれらの目的を達
成するためには，EUレベルの協調した行動
が必要であるとする．行動要綱はその対象と
する領域として，事業課税の領域を指定し，
「共同体内での事業活動の立地に著しい影響
を与える，または与えるかもしれない租税措
置に関心を払う 40）」と，行動要綱が扱う領域
を規定する．なぜ立地に影響を与える租税措
置に関心を払うかであるが，それは第 1に，
経済活動がグローバルに行われる中で，一国
単位ではなく EU 単位での資本と労働の配分
に関する最適な立地を行うこと，EU 全体の
厚生水準を高めることや多国籍企業の競争力
の向上，と複合的な筋道を通じて域内市場の
機能を活かすことを欧州委員会が目指してい
るからである．第 2は，事業活動の立地場所
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と源泉地課税ベースが密接に関係するからで
ある．このことから，行動要綱も歪みのない
域内市場形成を目的に挙げるが，その力点が
加盟国間の課税ベース浸食の阻止におかれて
いる点も指摘できる 41）．

3.4　  行動要綱の有害な税制の定義とその特
徴

ところで，行動要綱はどのような租税措置
を有害と定義しているのだろうか．実は，行
動要綱は明確に有害な租税競争の定義を提示
していない．その代わり，行動要綱は，潜在
的に有害な税制の基本定義を B項で示す．
それによると，「一般的に加盟国で適用され
ている税の水準よりも著しく低い実効的な課
税水準（非課税の場合も含む）となることを
認める租税措置」は，EU域内での事業活動
の立地に影響を与えるため潜在的に有害であ
るとする．このことをより明確にするため，
行動要綱は同じく B項で以下の 5 つの基準
を挙げる．それは，①非居住者だけに課税上
の優遇が与えられる，もしくは非居住者と行
われる取引に関してだけ認められている租税
措置かどうか，②課税上の優遇が国内市場か
ら遮断された（ring‐fenced）状態になって
おり，その結果，課税上の優遇が国内の課税
ベースに影響を与えていない租税措置かどう
か，③課税上の優遇を提供している加盟国内
で実質的な経済活動が行われていないものや
重要な経済的存在になっていないものに対し
てさえ提供されているかどうか，④多国籍企
業グループ内での諸活動に対する利益決定ル
ールが国際的に認められた原則（特に OECD
において合意されたルール）から乖離するか
どうか，⑤法的規定が不透明な方法で行政レ
ベルにおいて緩和されているものも含めて透
明性を欠いている租税措置かどうか，である．
これらに該当する場合，それは潜在的に有害
であると判断される．つまり，行動要綱は加
盟国での全体的な租税負担水準の引き下げは
問題とせず，選別的な租税負担水準軽減を問
題にしている．このような基準の設定は，健
全な租税競争の存在を指摘する知見 42）を摂
取したことと無縁ではない．さらに G項は，

自国の租税措置が他の加盟国に与える経済的
効果も評価の基準に含めるようにも要請す
る．
では，上記の基準に該当する措置は，すべ
て潜在的に有害なのだろうか．行動要綱は潜
在的に有害な措置の基準に加え，G 項におい
て，特定の地域の経済発展を補助するように
用いられる租税措置については，とりわけ考
慮をするよう要求する．このような規定の背
景には，2節でみた国家補助の考え方を摂取
したことがある．これは，EU域内において
は，B項で示された有害な租税競争の要件を
満たす租税措置であっても，G項の規定に従
い有害な租税競争に該当しないと判断される
租税措置がありうることを意味する 43）．
その上で，有害な租税措置に該当するもの
の排除の手法として，C項では有害な租税措
置を新規に導入することを控える「現状凍結
（standstill）」条項，D項では加盟国が現行
法や措置を再検討し，有害と判断された租税
措置についてはできるだけ早く撤廃すること
を要請する「撤廃（rollback）条項」，を提
示する．
このように，行動要綱は有害な租税措置の
判断基準を提供したが，EU加盟国の具体的
にどの租税措置が潜在的に有害かの判断は示
していない．そこで行動要綱は次の 2点を要
請する．第 1は，上記の①から⑤の基準に基
づき有害とみられる租税措置を判断し，リス
トアップするための専門家グループ（行動要
綱グループ44））の創設である（行動要綱H項）．
行動要綱グループの主な役割は，1）行動要
綱の定める基準に従い加盟国の租税措置が潜
在的に有害か否かを判断する，2）現状凍結
と撤廃が確実に行われているかなどの加盟国
税制の監視，3）経済・財務大臣理事会への
定期的な報告，にある．具体的には，1）に
関して行動要綱グループは，行動要綱 B項
で挙げた 5つの基準に基づき評価を行い，さ
らに加盟国間での相互レビューを経て，最終
的に加盟国の属領を含めて 66 の措置を潜在
的に有害な租税措置と認定した行動要綱グル
ープ報告を 1999 年に提出した 45）．そして現
在の行動要綱グループの主な役割は，2）と 3）
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である 46）．
ここでは，行動要綱グループ報告で認定さ
れたベルギーのコーディネーション・センタ
ー制度をとりあげよう．それは，10 人雇用
することなどの条件があるが，多国籍企業が
グループ企業の統括を目的とする本社機能を
ベルギーに置いた場合，グループ内金融で得
られた利益は基本的に課税されないという制
度を指す．同制度については，すでに 1984
年に国家補助に該当しないと欧州委員会の承
認を得ていた 47）．このような判断について，
Greeen（2003）は，1984 年の決定は誤りで
あるように思えるとしたうえで，国家補助規
定に対する寛大な解釈に判断が依拠したこと
を指摘する 48）．具体的には，欧州委員会は，
後述のさまざまな「特典」の持つ租税負担軽
減効果よりもむしろ，ベルギー国内でコーデ
ィネーション・センターを創設しようとする事
業者ならば誰でも制度を利用できる一般的な
制度である点を重視したということである 49）．
このように選別性が存在しないことを重視し
たわけであるが，そのような判断に至った背
景には，そもそも租税措置を統一的に評価す
る基準が当時存在しなかったことがある．こ
れは，行動要綱の公表以後に一度承認した本
制度への疑義が提起され始めたこととも符合
する．
しかし Pinto（1999）は，実際の同制度には，

業務内容にかかわらずに金融関連費用及び人
件費が課税ベースの算定から除外されて 8％

のマークアップ率を適用，投資性所得に対す
る源泉徴収税の免除，資本登録税の免除や不
動産税の免除，などの「特典」が付随するこ
とを指摘する 50）．したがって，行動要綱グル
ープ報告は，実際の実効税率はゼロに近く，
ほとんどの企業が便益を得ていると指摘し，
現実の同制度の適用状況から，同制度は有害
であると判定している 51）．この判定は，欧州
委員会も承認していた措置に対してその再検
討を促すように機能した．また，欧州委員会
が 66 の措置を有害だとする判断を支持した
ように，欧州委員会の有害な租税措置を排除
する強い意気込みを反映したものだと考えら
れる．それは換言すると，欧州委員会にとれ
ば，有害な租税競争の排除は EUの共通目標
の実現や加盟国が維持してきた福祉国家を財
源面で持続可能なものとするために不可欠だ
ったともいえる．しかし同時に，加盟国との
軋轢を生み出し，採択において全会一致が必
要とされる経済・財務大臣理事会で行動要綱
グループ報告は 2000 年に暫定合意に至った
が，正式に採択されなかった 1つの要因を構
築することとなった 52）．したがって，排除さ
れるべき有害な租税措置の公式な確定は行わ
れていないが，リストアップされた 66 の租
税措置が何らかの問題を持つことは共有され
た．このことが，後にすべての制度変更もし
くは廃止を促すきっかけとなった 53）．
第 2 は，ローマ（EU機能）条約に規定さ
れる国家補助と租税競争の関係を明確にする

出所：各種資料より筆者作成

図 2　行動要綱，行動要綱グループ，通達の関係



－ 87 －

EUにおける有害な租税競争への二元的な対抗の生成と展開

ため，1998 年中頃までに，国家補助規定の
運用と適用に関するガイドラインの策定の要
請である（行動要綱 J項 54））．この背景には，
ある財政的措置が国家補助に該当するか否か
を判断する際に欧州司法裁判所の判例法等に
依拠することが多いが，判例法が基準の明確
性という点においてやや精彩に欠ける点を問
題視したことがある．そこで，特に租税の中
でも法人課税領域においてこの基準を明確に
することを行動要綱 J項は要請した．それに
基づき，欧州委員会が，国家補助規定の租税
領域における適用の考え方を初めて示したも
のが，「直接法人税に対する国家補助規定の
適用に関する通達（notice）（以下，通達とす
る）55）」である．
このように，行動要綱は，行動要綱グルー
プの創設と国家補助規定の運用と適用に関す
るガイドラインの策定を要請した．これまで
の記述をふまえながらこれらの関係を整理し
たものが図 2である．
図 2 から，3.2 でも触れたように，行動要

綱が経済・財務大臣理事会と欧州委員会の競
争総局の双方から，EU域内に存在する潜在
的に有害な租税措置を明らかにするよう要請
したことが分かる．さらにここで指摘してお
くべきことは，行動要綱が理事会の管轄とな
っているため，政策発動の機動性という点に

おいて国家補助より劣るという点である 56）．
そのことは，行動要綱グループが常設されて
いるにもかかわらず，行動要綱に法的拘束力
がないことと相まって，その影響力を十分行
使できないという結果を招いている．ここに，
国家補助が側面支援を超えて有害な租税競争
へ対抗する実効性のある手段として前面に出
てくるという関係の変化をみることができる
のである．1でみたタックス・ルーリングの
濫用に対する対応はその一例である．

3.5　  国家補助規定の法人税への適用に関す
る通達（notice）

行動要綱の要求に応え，加盟国の租税措置
が国家補助に該当するか否かを判断するため
の指針を提供する通達が 1998 年 12 月に公表
された．その主眼は，①ローマ条約第 87 条
（EU機能条約第 107 条）1項に規定する国家
補助に該当するケースの規定の明確化，②同
条 2項と 3項に規定される国家補助に該当し
ないもしくは該当しないとみなされうるケー
スの明確化，③欧州司法裁判所の判例法や
種々のガイドラインの一元化，にある．ここ
では，国家補助に該当する場合とそうでない
場合がどのように規定されているかに着目し
よう．

出所：EU機能条約と通達より筆者作成

表 3　  EU機能条約第 107 条 1項の規定と通達の税制優遇が国家補助に該当する場合の基準（ガ
イドライン）
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3.5.1　国家補助に該当する場合
まず①の国家補助に該当する場合について
であるが，国家補助に該当する租税措置を明
確にするための判断基準は，通達の各所にち
りばめられている．そこで，EU機能条約第
107条 1項の規定がどう明確になったのかを，
通達の 9 から 12 パラグラフから整理する．
その上で，通達が特に言及するその他の国家
補助に該当する事例を確認する．まず，EU
機能条約第 107 条 1 項の規定に関する通達の
基準を整理したのが表 3である．
表 3から，通達は EU機能条約の規定を若
干具体化した様子を確認できる．しかし，通
達のガイドラインと行動要綱の基準は類似し
ているのも事実である．例えば，1）と 3）
に関する通達のガイドラインは，つまるとこ
ろ 3.4 で確認した行動要綱の基準と同じであ
る 57）．だが，通達の意義は，2）の措置の選
別性基準を具体化しようとしたところにある
と考えられる．つまり，一般的な租税規定の
例外を全て選別的な措置として問題視するの
ではなく，税制の本質あるいは一般的な体系
によって正当化されることがあることを指摘
している点である．この点については，3.5.2
で改めて検討したい．
その上で，16 パラグラフでは EU機能条
約第 107 条 1 項が規定する国家補助に該当す
るのは，上の 9から 12 パラグラフのすべて
の基準を満たすこととするが，特に，①租税
措置が一般的な税制の例外を構成すること，
②その例外が制度の本質あるいは一般的な体
系によって正当化できない，という 2条件を
重視する．例えば，企業内サービス，仲介，
コーディネーションといった活動に対する特
別な租税措置が特定の企業や特定の生産を優
遇する限り，それは国家補助を構成しうると
する（20 パラグラフ）．なぜなら，コーディ
ネーションなどの特定のサービスを行う企業
に対する特別な税制は，特定の企業もしくは
企業の事業活動における特定の機能にその適
用が限定されるため，一般的な税制の例外と
なるうえに，その例外を税制の本質から正当
化することは困難だからである 58）．

3.5.2　国家補助に該当しない場合
3.5.1 から，国家補助に該当しない場合を

考える際の となるのは，①一般的な措置か
否か，②制度の本質もしくは一般的な体系に
よって正当化されるか否か，である．まず①
について，通達のパラグラフ 13 は，「加盟国
内で経済活動を営む全てのものに対して開か
れている租税措置は，原則的に一般的な租税
措置である」，と一般的な租税措置そのもの
の定義を行う．その上で，「もしこのような
租税措置が，全ての企業やあらゆる財の生産
に実質的に適用可能であれば，国家補助とな
らない」と規定する．パラグラフ 13 は続け
てより具体的に，a）租税措置が純粋に課税
の技術的性質を有する場合，b）特定の生産
コストに関連する租税負担の軽減を通じて一
般的な経済政策目的を達成する措置，は国家
補助に該当しないとする．a）の例として，
税率設定，減価償却方法，損失繰越方法，二
重課税と租税回避の防止規定を通達は挙げる
が，24 パラグラフでは，裁量的に減価償却
期間を定めることや異なる資産評価方法を設
定することは，国家補助に該当するとしてい
る．なぜなら，それらの裁量的な操作により
租税負担額を引き下げることが可能となるか
らである．次に b）の例としては，研究開発
投資（R&D）や環境，訓練，雇用に関係す
るものなど，正の外部性の発生により最適供
給量よりも過小となるものや社会政策を実現
するための補助は国家補助に該当しないとす
る．例えば，スペインのパテント・ボックス
制度 59）は，2008 年に国家補助に該当しない
と判断されたが，それは，同制度が R&D活
動そのものの誘致を目的とし，リスボン戦略
の目標実現と整合的となるように制度設計が
されていたからである 60）．
次に②であるが，通達は，正当化される事
例として，以下のようなケースを挙げている．
1）経済学的な根拠づけに基づきその措置が
税制の機能と有効性を担保する上で不可欠で
あると加盟国が証明できる場合（23 パラグ
ラフ），2）再分配目的による所得税や利潤税
の累進性（24 パラグラフ），3）全ての利益
を加入者に分配する組合に対して加入者段階
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で課税される場合に法人段階で課税しないこ
と（25 パラグラフ），などを挙げる．2）と 3）
について説明は不要だと考えられるが，1）
は例えばある一定の所得水準以下に対する課
税免除がそれに相当すると考えられる．
また，2.4 でみた EU機能条約第 107 条 3
項の規定する地域補助に該当するためには，
①地域の発展と雇用に積極的な効果を与える
こと，②地域の不利を改善する可能性がある
こと，③他の加盟国の経済に負の効果を与え
ることなく正の効果をもたらすこと，といっ
た条件を満たすことが必要である（33 パラ
グラフ），としている．一方，同じ 33 パラグ
ラフでは，オフショア・センターの設立が地
域経済に与える影響について，通達は否定的
な見解を示している．
なお，通達はあくまでガイドラインであり，

加盟国の租税措置が国家補助に該当するのか
否かを最終的に判断するのは，2.5 でみたよ
うに欧州委員会である．欧州委員会に強大な
権限が付与されていることが，国家補助規定
を効果的に機能させることを可能としている
といえる．

3.6　小括
これまで検討してきたことを整理しよう．

EUにはローマ条約以降，国家補助は例外を
除いて原則禁止する国家補助規定が存在す
る．この国家補助は，あらゆる財政措置が対
象であり，その範囲は広い．このような既存
の仕組みに加えて，法人課税領域での有害な
租税競争への対抗の必要性から，行動要綱が
作成された．その中で，国家補助に関する法
人課税領域の基準の検討が要請され，それに
応える形で通達が作成された．このように有
害な租税競争への対抗手段として国家補助規
定を側面からの支援として内包したことは，
EUの政策手段の幅を広げることに成功した
ことを意味する．一方，行動要綱は加盟国の
租税措置が有害であるか否かを判断する行動
要綱グループの設置を要請し，66 の加盟国
の措置を有害だとした．実は，この 66 の措
置のうちの 4措置は，欧州委員会が国家補助
に該当しないとすでに判断していた措置であ

った．そのうちの 1つが，ベルギーのコーデ
ィネーション・センターであった．
このような中，通達のパラグラフ 20 の規
定やかつて欧州委員会が適切と判断した租税
措置が潜在的に有害であると判断されたこと
が刺激となり，欧州委員会は 2001 年 7 月，
国家補助の観点から，15 の措置が潜在的に
有害な措置であると判断した．その内の 13
の措置が，行動要綱グループの特定した潜在
的に有害な租税競争に該当する措置と重複し
ている．つまり，約 20％の租税措置は，行
動要綱と国家補助の両基準に該当すると判断
されたことを意味する．このことから，結果
として，行動要綱を通じた有害な租税競争の
排除の取り組みと EU機能条約で規定されて
いる国家補助を禁止する取り組みが，部分的
であるにせよ重複していることが分かる．
なお，ベルギーのコーディネーション・セ
ンターについては，OECDも潜在的に有害
であると判断していた 61）．したがって，欧州
委員会はすでに認めていた租税措置を再検討
し，ベルギーのコーディネーション・センタ
ーは，国家補助に該当すると 2003 年に判断
した．その理由として，原価基準法（コスト
プラス法 62））を移転価格に関して適用するこ
とは問題ないが，その適用が OECDが勧告
する方法からみて不適切であり，結果的にそ
のスキームを利用する企業に選別的な租税優
遇を与えていたことを挙げる 63）．
このベルギーのコーディネーション・セン
ターの事例は，制度の動態的な変化に，判断
をする側の欧州委員会が十分に対応できてい
ないことをあらわにした．このことは，最近
問題となっているパテント・ボックスの評価
についてもあてはまる．欧州委員会と加盟国，
多国籍企業の間での情報の非対称性が顕著で
あることも示唆している．

4　  国家補助規定（通達）と行動要綱の
関係

3.6 でみたように，結果的に通達と行動要
綱には重複する部分がある．このこと自体は，
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3.2 でみたように，有害な租税競争への対抗
手段として，主を行動要綱に，従を国家補助
としたことから，自然な帰結と言えるかもし
れない．しかしその後の EUにおける有害な
租税競争への対抗の展開を見ると，行動要綱
グループは現状凍結と撤廃が確実に行われて
いるかなど加盟国税制の監視と経済・財務大
臣理事会への定期的な報告に事実上機能が限
定されている．一方，その実効性という観点
から，国家補助規定の重要性が高まってきて
いることを確認した．したがって，Edoardo 
Traversa, Alessandra Flamini（2015）が指
摘するように，「有害な租税競争への対抗は
実のところ国家補助コントロールの正規の目
標である．それゆえに，有害な租税競争への
対抗は EU機能条約第 107 条の適用範囲であ
ると言える．」，のかもしれない 64）．もしそう
であれば，国家補助規定に完全に有害な租税
競争の対抗の役割を担わせる方が効率的かも
しれない．だが，EU域内では形式的には行
動要綱と国家補助規定により有害な租税競争
への対抗を行っている．では，行動要綱を通
じた取り組みを再生させる可能性は残されて
いないのだろうか．以下では両者の相違点に
着目して検討したい．
まず相違点の第 1は，それぞれの元来の目
的の違いである．Kalloe（2013）も指摘する
ように，国家補助と行動要綱の元来の力点は
異なる 65）．つまり，国家補助は EU域内市場
内での企業間の競争や交易条件が影響を受け
るような措置を問題視するという視点から評
価軸を構築する．その観点に立脚し，法人課
税領域の判断基準を示したものが通達であ
る．一方，行動要綱はとりわけ EU加盟国間
での課税ベースの浸食を阻止するという視点
から評価軸を構成する．しかし，行動要綱は
その派生として，例えば，ある加盟国におけ
る居住者と非居住者の非同一的な取扱いに関
心を払う．したがって，それぞれの基準は，
結果としておおむね類似するが，それは結果
論にすぎない．
第 2は，それぞれの取り組みの対象範囲で
ある．通達も行動要綱も，法人課税の領域を
対象とする点では共通する．しかし，通達は，

加盟国の国家補助を構成する事業課税に関す
る措置を対象とする．一方，行動要綱は，加
盟国による事業課税領域における有害な租税
競争全般を対象とする．この点で，行動要綱
の方がその取り組みの対象範囲は広いといえ
る 66）．
第 3は，それぞれの法的根拠についてであ
る．既にふれたように，行動要綱は政治的な
コミットメントにすぎないため，いわゆるソ
フトローに分類される．また，実は通達には
法的拘束力はなく，ソフトローに分類される．
しかし，国家補助は，EU機能条約に根拠を
持つ．したがって，通達の基準を用いて国家
補助に該当すると判断されれば，その排除を
強制することが出来るという意味で拘束力を
加盟国に与える．なお，ソフトローである行
動要綱の問題解決法としては，公開調整手法
（OMC）67）が採用される．
第 4は，それぞれの上位機関の違いである．
行動要綱は行動要綱グループを通じて経済・
財務大臣理事会の監視および解釈に服する．
一方，国家補助は欧州委員会の監視と解釈に
服する．それぞれの上位機関の役割であるが，
経済・財務大臣理事会は立法責任を担うが，
欧州委員会は EUの行政機関として，法令の
立案，政策の施行，法の執行，国際条約の交
渉などを担う．したがって，立法府には執行
機能が付随していないため，政策発動の機動
性という点においては国家補助が勝ると言え
る．
以上の検討の範囲で言えそうなことは，確
かに EU競争政策に規定される国家補助規定
は，広範に有用であるということである．し
かし，本節での検討結果からだけでは，問い
に対して頑健な結論を導き出すまでには至っ
ていない．なぜなら，租税競争の手法の多様
化や加盟国税制の多様化が進む中では，重複
を積極的に生かすという方向も考えられうる
からである．その観点からは，行動要綱と通
達を接近させるのではなく，むしろそれぞれ
の目的の範囲内で一定の距離を保つ方が好ま
しいと言える．だが，有害な租税競争への対
抗の実効性という視点からは，EU機能条約
に根拠を持つ国家補助規定の役割はますます
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高まるものと考えられる．そのことは，実効
性を担保出来ない以上，行動要綱を活かしき
ることはできず，形式的な存在にとどめてお
くこととなるのかもしれない．

5　おわりに

各国政府は，グローバル化に対して異なる
ベクトルを持つ事象への同時対応を迫られて
いる．第 1は，国際的な多国籍企業や富裕層
による租税回避報道を背景に，課税のさらな
る公平を求める国民からの強い要求への対応
である．第 2は，外国から投資家を自国に誘
致することや国際競争力の向上を図ることが
出来るような法人課税制度の構築を求める強
い圧力である．その結果，EUや OECDが
有害な租税競争への対抗を行っているにもか
かわらず，各国政府は受け入れられる租税競
争の境界まで租税競争の手を伸ばそうとす
る．
このような実態に対して，本稿では有害な
租税競争に対してどのような対応策が構築さ
れているかを，EUにおける行動要綱と EU
独自の概念である国家補助を通じて見た．そ
の際，本稿では特に国家補助に注目し，それ
を規定する EU競争政策から国家補助規定と
その複雑性を描き出した．そして EUが有害
な租税競争に対抗する動機を明らかにしたう
えで，行動要綱と通達を検討した．そしてこ
の 2つが結果として部分的に重複することを
確認した．最後に，行動要綱を再生させる可
能性を検討した．本稿での検討の結果，EU
競争政策に規定される国家補助規定の有用性
は高いという結論を得た．そのことは，なぜ
行動要綱ではなく競争法の問題として捉え，
国家補助という概念を通じて優遇措置に歯止
めをかけようとしたかという問いへの答とも
なる．つまり，国家補助は行動要綱を側面か
ら支援する役割が当初期待されていたが，行
動要綱はソフトローに基づいているという限
界に直面している．また，ソフトローがゆえ
に，行動要綱グループの判断の結果を加盟国
に伝達し，改善するように要請しかできない

68）．それに対し，EU機能条約を基礎に有す
る国家補助規定は，改善を強制できる．この
ような強制性が要求される背景には，EU域
内での租税競争は様々な形態で激しさを増し
ていることがあるのかもしれない．つまり，
有害な租税競争を確実に排除し，EU全体の
社会厚生を高め財政を維持可能なものとする
ためには，EUによる強権的な取り組みしか
選択肢が残されていないぐらい激しいという
ことである．
しかし，このように租税競争の手法の多様
化や加盟国税制の多様化が進む中では，重複
を積極的に生かすという方向も考えられう
る．その観点からは，行動要綱と国家補助の
通達を接近させるのではなく，むしろそれぞ
れの目的の範囲内で一定の距離を保つ方が好
ましい．だがそうであっても，行動要綱にい
かに実効性を担保できるかが となる．
また，本稿では EU域内での有害な租税競

争への対抗を論じたが，その取り組みの視野
を EU域外にまで広げたとき，どのような示
唆を得ることができるだろうか．もちろん，
EU域内でのこれらの取り組みは，多くの加
盟国がユーロという共通通貨を導入しまた域
内市場が形成されているなかでの取り組みで
あるため，EU域内の特殊性というべき要素
が存在することは否めない．しかしこのよう
な限界を認識したうえでも，ここでは情報が
これらの取り組みの要であるということを強
調しておきたい．1で見たタックス・ルーリ
ングの事例は，その情報の量とともに質であ
る内容がますます重要になってきていること
を示唆する．その理解に基づき，OECDの
BEPS行動計画 5ではタックス・ルーリング
に関する自動的情報交換に加え，交換される
情報の内容面でも共通化の動きがみられる．
このような取り組みにより，もたらされる情
報は豊かになるだろう．ゆえに，今後はもた
らされた情報を実際にどのように活用できる
かが，有害な租税競争への対抗の となると
考えられる．だが，ここで注意すべきは，情
報交換が国家間で行われることである．各国
の税務当局の力量がますます問われることと
なるのである．
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なお，本稿の検討の視点が EUなどの上位
機関に立脚している点は否めない．ゆえに，
EUを構成する加盟国 28 か国のそれぞれの
行動様式を考慮に入れた考察は十分ではな
い．EUは行動要綱が制定された時の加盟国
数 15 か国から現在は約 2倍の 28 か国に拡大
し，地理的な範囲も拡大した．その中で，全
会一致が要求される直接税領域において，理
事会で採択に至ることには相当の困難が待ち
受けている．租税競争は，それが自律的な歯
止めを持たないことが 1つの特徴である．つ
まり，自国に課税ベースを誘致し続けるため
には，生産関数の上方シフトなどを伴う他の
政策と一体で発動されないと，際限のない競
争に陥る．それでは，生産関数を上方シフト
させるような政策の組み合わせを各国は採用
しているのだろうか．これらは次の課題とし
たい．

※本稿に対して匿名の 2 名のレフェリーか
ら有益なコメントをいただいた．ここに記し
て心より御礼を申し上げます．なお，本稿に
おける誤りはすべて筆者に帰する．
※本稿は日本証券奨学財団研究調査助成金
「多国籍企業課税の日米欧比較と「グローバ
ル・タックスレジーム」の生成に関する研究」，
北海学園学術研究助成（共同研究）（開発研
究所総合研究）の助成を受けた研究成果の一
部である．

注
１） European Commission（2014a）を参照．なお，
2014 年以降，2014 年 11 月にルクセンブルク・
リークス（プライスウォーターハウスクーパ
ースとルクセンブルク税務当局との間で合意
された租税回避に関する内部文書が流出）や
2016 年 4 月のパナマ文書公開，など租税回避
行為に関する内部文書の流出が相次いでいる．

２） European Commission（2014b）を参照．
３） European Commission（2015b）を参照．
４） European Commission（2015a）を参照．
５） European Commission（2016）を参照．
６） 法人税の計算方法や優遇措置の適用などにつ
いて，企業と税務当局が事前に確認するため

交わされるもの．
７） 日本経済新聞2016年8月31日夕刊3面を参照．
なお，この反発には，アメリカが国際課税原
則としてテリトリアル方式ではなくワールド
ワイド方式を採用していることもある．

８） 日本経済新聞 2016 年 11 月 11 日朝刊 6面を参
照．

９） わが国においても，1987 年から納税者の不確
実性を回避するため，移転価格税制に関する
事 前 確 認（APA: Advance Pricing 

Arrangement）が制度化されている．
10） 国税庁相互協議室（2010）p.1 を参照．
11） ibid.

12） 本稿で選別的 selectiveとは，特定の企業もし
くは生産など対象を限定して優遇することを
指すこととする．

13） 問題とされたのは移転価格に関して 1991 年と
2007 年にアイルランド税務当局とアップルと
の間で結ばれた取り決めの内容である．では，
なぜ 2014 年になって，欧州委員会は突然この
タックス・ルーリングを問題視し始めたのだ
ろうか．それを探る手がかりは，2015 年 3 月
18 日に発表された欧州委員会の税務の透明性
に関する取組み（EU加盟国の税務当局間で
タックス・ルーリングに関する情報を自動的
に交換することの提案）に求めることが出来
る．このような取組が始まった背景には，欧
州委員会がタックス・ルーリングを形式的に
審査するだけにとどまり，その中に隠されて
いた優遇措置に関する情報を有していなかっ
たことを暗示する．このような情報の非対称
性は，2013 年 6 月にアイルランドに対して最
初のタックス・ルーリングに関する詳細な情
報提供の要請を行うことで解消に向かった．
そして，その時もたらされた情報により，
2014 年 6 月に調査が正式に始まり，2016 年に
ルーリングを通じて選別的な取り扱いを認め
たことが国家補助規定に反すると判断された
のである．European Commission（2015c）
（2016）を参照．

14） 1993 年 11 月発効のマーストリヒト条約によ
り，ローマ条約は「欧州共同体設立条約」に，
さらに 2009 年 12 月発効のリスボン条約で「欧
州連合の機能に関する条約 Treaty on the 
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Functioning of the European Union（以下，
EU機能条約）」へ改称された．これらに伴い，
条文番号の変更や条文の加筆修正が行われた．
例えば，ローマ条約第 87 条は，EU機能条約
第 107 条となっている．本稿では以下，基本
的に現在の EU機能条約の条文番号で記すが，
適宜その当時の条約名も併記する．

15） EU機能条約第 3条 1 項に，「EUは域内市場
を設立する．」とある．

16） 域内市場および競争に関する第 27 議定書より
引用．

17） 庄司（2013）p.5 を参照．
18） その紹介としては，例えば，入稲福（2005）
を参照．

19） その紹介として，例えば，日本貿易振興会
（2010）を参照．

20） リスボン欧州理事会後の議長声明より引用．
http://www.europarl.europa.eu/summits/

lis1_en.htm

21） EU機能条約第 107 条 1 項：「本条約に別段の
定めがある場合を除き，加盟国によりまたは
形態を問わず国庫から支給されるあらゆる補
助であり，特定の事業者または特定の財の生
産を優遇する（便益を与える）ことにより競
争を歪めるまたはそのような恐れがあるよう
な措置は，加盟国間の通商に影響を及ぼす限
り，域内市場と両立しない．」

22） Wattel, P.J.（2016）p.60 を参照．
23） 駐日 EC委員会代表部広報部（2003）p.5 を参
照．

24） 雇用や社会保障などへの補助のこと．
25） 森（2000）p.165 は，特に①と③は一般に「地
域補助」と呼ばれるが，その適用をめぐって
欧州委員会と加盟国との間で軋轢がしばしば
生じていることを指摘する．

26） さらに，判断の基準においてこのような不明
瞭性が残るにもかかわらず，優遇措置が国家
補助と判断された場合，それを受けた企業に
対して補助金分を返還する必要が生じるなど，
企業活動に対しても甚大な影響を及ぼす．こ
のことがより齟齬を大きくする原因となって
いるとも考えられる．

27） Nitsche and Heidhues（2006）p.2 を参照．
28） 森（2000）p.162，村井（2001）p.6 を参照．

29） 野口（2016）の第 2節を参照．
30） ibid. 第 4節を参照．
31） Radaelli（1999）p.668 を参照．
32） このグループは，モンティグループとよばれ
る． モ ン テ ィ グ ル ー プ は，European 

Commission（1996）（1997）と次々と有害な
租税競争へ対抗するための戦略を公表した．

33） European Commission（1997）第 17 パラグ
ラフ．

34） Kalloe（2013）p.174 を参照．
35） European Commission（1997）第 17 パラグ
ラフ．

36） 古賀（2016）p.107 を参照．
37） 98/C 2/01　http://ec.europa.eu/taxation_

customs/resources/documents/coc_en.pdf

38） 「貯蓄課税指令」とは，クロスボーダーでの利
子所得課税に対し，源泉徴収か情報交換を義
務付ける，「共存方式（モデル）」，に基づく指
令案である．なお，源泉徴収税率は 20％を欧
州委員会は提案している．2000 年 6 月のフェ
イラでの経済・財務大臣理事会において，グ
ループ企業間の利子とロイヤルティー支払い
の課税に関して合意に達した．「クロスボーダ
ーでの関連会社間の利子・ロイヤリティー支
払いに対する指令」とは，企業グループ間に
おける，利子・ロイヤリティー支払いに対する，
源泉地国での課税を禁止するための指令案で
ある．これらの内容の紹介として，村井・宮
本（1998），鶴田（2001），日本貿易振興会海
外調査部欧州課（2001），などがある．

39） 行 動 要 綱 前 文 参 照． な お，European 

Commission（1997）では，この 3つに加えて，
移動しやすい課税ベースに比べて，労働に対
する租税負担が高まりつつある傾向を逆転さ
せるために，という理由も提示されていたが，
行動要綱からそれは消えている．それは，行
動要綱が事業課税に対象を限定したからに他
ならない．European Commission（1996）も
参照．

40） 行動要綱が対象とする租税措置は，法または
規則と行政上の慣行を含む．行動要綱 A項を
参照．

41） Kalloe（2013）p.p.175-176 を参照．
42） 例 え ば，Brennan and Buchnan（1980），
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Edwards and Keen（1996），Goodspeed（1998），
最近では Griffith, Hines and Sørensen（2010）
などの研究は，租税競争を通じて，公共サー
ビス供給の効率性の実現や利益団体の効用最
大化行動を排除できるなどの財政規律を働か
せることが可能となり，公的部門の効率性が
高まる結果，社会全体に有益な帰結をもたら
すと主張する．

43） この例として，ポルトガルのマデイラ諸島な
どの金融フリーゾーンがこの G項に該当する
かの判断に行動要綱グループは迫られたが，
2700 もの金融機関がこのフリーゾーンに集結
したが直接的には 1500 人分の雇用しか生まれ
ていない，などの理由から地域の経済発展に
資する措置とは判断せず，潜在的に有害な租
税措置であると判断している．Code of 

Conduct Group（1999）p.70 を参照．
44） Code of Conduct Group．このグループは，
プリマロログループとも呼ばれる．

45） Code of Conduct Group（1999）．その国別一
覧は，野口（2016）p.100 の表 1を参照．ただ
し行動要綱グループ報告でも，国家補助の場
合と同様，ある租税優遇措置が特定地域の支
援に貢献する場合，有害な租税措置の認定か
ら除外されている．

46） 欧州委員会ホームページ参照
 http:/ /ec.europa.eu/taxation_customs/

bus iness / company- tax /harmfu l - tax -

competition_en

47） European Commission Press Release（2003）
of 2 June 2003, T-276/02 - Forum 187 v 

Commission第 8パラグラフなどを参照．
48） Greeen（2003）p.24 を参照．
49） Pinto（1999）p.353 ならびに森（2000）p.187
を参照．

50） Pinto（1999）p.352 な ら び に European 

Commission（2003）を参照．
51） Code of Conduct Group（1999）A001 p.p.30-
31 を参照．

52） Radaelli（2003）p.523 を参照．この理由は他
に様々指摘されているが，最大の要因は，検
討の際の判断基準の不透明性に多く起因する
のではないかと考えられる．例えば，2 回の
中間報告やパラグラフ 24 にあるように，判定

過程を明確にするためのペーパーが出された
ようであるが，そのペーパーも利用できない
ことなどが，判定に疑問符を付けさせる要因
になっていると考えられる．

53） 例えば本文で挙げたベルギーのコーディネー
ション・センター制度は，2010 年末までに段
階的に廃止された．その代替制度として，
Notional Interest Deduction（みなし利子控
除制度）が設けられた．同制度は，イギリス
の財政研究所が 1991 年に提案した自己資本控
除型法人税（ACE）に比較的近いとされる．
ACEについては，野口（2014）も参照．

54） J項の規定：理事会はこの行動要綱がカバー
する租税措置のうちのいくつかが，ローマ条
約第 87 条から 89 条（引用者注：EU機能条
約第 107 条から第 109 条）で規定する国家補
助条項に該当するものとなるかもしれないこ
とを特筆する．共同体法とローマ条約の目的
という先入観にとらわれることなく，理事会
は委員会が 1998 年中頃までに事業税と関連す
る租税措置に対する国家補助ルールの適用に
ついて，ガイドラインを出すことを引き受け
るよう記す．とりわけ本行動要綱の適用に照
らして，国家補助の負の効果を考慮に入れ，
国家補助規定の厳格な適用をするよう記す．

55） European Commission（1998）
56） 本稿 4節も参照．
57） 課税ベース縮小やそのほかの手法による特別
な租税負担水準の軽減は，域内市場における
競争条件を歪めるから EUの目的と反するた
め是認できないということである．

58） 日本貿易振興会海外調査部欧州課（2001）
p.12 を参照．

59） パテント・ボックスとは，研究開発により作
られた特に特許権などの知的財産，特定の種
類の適格知的財産から生じた所得に対する法
人税の軽減を認める租税誘因措置である．こ
れは，2.1 で触れたリスボン戦略の R&D投資
を 3％にするという目標の実現手段として，
フランス（2001 年）がはじめて導入し，その後，
ハンガリー（2003年），ベルギー，オランダ（2007
年），スペイン，ルクセンブルク（2008 年），
イギリス（2013 年）の 7か国が導入している
比較的新しい制度である．制度創設当初のパ
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テント・ボックスは，R&D活動そのものの誘
致を目的とし，リスボン戦略の目標実現と整
合的となるように制度設計がされていたが，
導入国が増加するにつれ，自国で開発した知
的財産の外国流出の防止（課税ベースの流出
の防止），自国へ外国で開発された知的財産を
誘致する（課税ベースの誘致），という目的の
比重が高まった．日本貿易振興機構デュッセ
ルドルフ事務所（2013）も参照．

60） European Commission（2008）を参照．
61） また，有害な租税競争に対抗する OECDの取
り組みの中で，OECD（2000）p.p.12-14 はベ
ルギーのコーディネーション・センターは潜
在的に有害であると判断している．

62） 国外関連取引に係る売上総利益の原価に占め
る割合（これをマークアップ率と呼ぶ）と比
較対象取引に係る売上総利益の原価に占める
割合を比較する方法のこと．

63） Green（2003）p.25 を参照．
64） Edoardo Traversa, Alessandra Flamini

（2015）p.328 を参照．
65） Kalloe（2013）p.175 を参照．
66） もっとも，国家補助はそもそもあらゆる財政
措置を対象としているのに対し，行動要綱は
事業課税のみを対象としている．この視点か
ら見ると，対象領域は行動要綱の方が狭い．

67） OMCとは，EUレベルでのガイドラインを作
成し，加盟国はそれに沿って国内政策を実施
し，その実施状況を定期的に評価することで
EU目標に向けた収斂を図るものである．

68） このことから，ソフトローによる取り組みで
ある OECDの税源浸食と利益移転（Base 

Erosion and Profit Shifting : BEPS）プロジ
ェクトの 2015 年最終報告書が，どの程度
OECD加盟国の国内法に留保をつけずに受容
されるかに注目する必要があるという示唆が
得られよう．しかし，早速イギリスが多国間
租税条約（世界で 3000 本以上ある二国間租税
条約に BEPS対抗措置を効率的に反映させる
ための多数国間協定を検討することが，BEPS

行動計画 15 にある．）について，選択的に受
容する方針であることが明らかになる
（h t t p s : / / w w w. b n a . c o m / u k - w o n t -

adopt-n73014448826/参照）など，その先行き

の不透明性が残ることは否めない．ソフトロ
ーによる枠組みの構築に成功したのは確かで
あるが，私たちは再び行動要綱のようにソフ
トローによる対応の限界を目撃するのだろう
か．
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